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航
空
業
務
に
関
す
る
日
本
国
と
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
と
の
間
の
協
定
の
運
用
に
関
す
る
質
問
主
意
書

標
記
協
定
は
、
わ
が
国
と
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
と
の
間
及
び
そ
の
以
遠
に
お
け
る
定
期
航
空
業
務
の
開
設
及
び
運
営
を
可
能
と

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
お
り
、
そ
の
内
容
を
見
る
と
、
両
国
の
指
定
航
空
企
業
は
、
付
表
に
定
め
ら
れ
た
路
線
（
以
下
「
特

定
路
線
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
相
手
国
内
の
地
点
に
着
陸
し
て
定
期
的
に
両
国
間
の
貨
客
を
運
送
す
る
こ
と
が
で
き
る
と

と
も
に
、
定
期
的
に
特
定
路
線
上
の
第
三
国
内
の
地
点
と
相
手
国
内
の
地
点
と
の
間
の
貨
客
を
運
送
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

と
さ
れ
て
い
る
。

具
体
的
路
線
と
し
て
は
、
わ
が
国
の
指
定
航
空
企
業
は
、
タ
シ
ケ
ン
ト
及
び
（
又
は
）
後
に
合
意
さ
れ
る
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン

内
の
一
地
点
並
び
に
同
地
点
以
遠
の
地
点
へ
の
運
航
を
行
う
こ
と
が
で
き
、
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
側
は
、
東
京
及
び
（
又
は
）
大

阪
へ
の
運
航
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
、
標
記
協
定
以
前
の
行
政
許
可
に
よ
る
定
期
便
運
航
が
認
め
ら
れ
た
平
成
一
三
年
四
月
以
降
今
日
ま
で
同
様
の

運
航
に
関
す
る
指
導
が
国
土
交
通
省
に
お
い
て
行
わ
れ
て
き
て
お
り
、
そ
う
し
た
実
績
を
踏
ま
え
、
今
次
協
定
が
締
結
さ
れ
た

も
の
と
理
解
し
て
い
る
。

然
る
に
、
現
実
の
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
側
の
指
定
航
空
企
業
で
あ
る
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
航
空
の
運
航
実
績
を
見
る
と
、

一



（
�
）

両
国
の
指
定
航
空
企
業
が
両
方
向
に
運
営
す
る
こ
と
の
で
き
る
定
期
路
線
は
、
日
本
側
は
「
日
本
国
内
の
地
点－

タ

シ
ケ
ン
ト
及
び
（
又
は
）
後
に
合
意
さ
れ
る
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
内
の
一
地
点－

以
遠
の
地
点
」
、
ウ
ズ
ベ
キ
ス

タ
ン
側
は
「
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
内
の
地
点－

東
京
及
び
（
又
は
）
大
阪
」
と
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
航
空
の
航
空
券
販
売
代
理
店
の
販
売
実
績
を
見
る
と
、
二
〇
〇
三
年
度
中
の
販
売
実
績

四
億
七
二
〇
万
円
、
総
客
数
五
四
六
六
名
の
う
ち
、
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
国
へ
の
個
人
及
び
グ
ル
ー
プ
客
は
一
二
四
二
万

円
、
一
五
三
名
に
止
ま
り
、
大
半
が
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
を
経
由
し
て
イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
、
サ
ン
ク
ト
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
、

モ
ス
ク
ワ
等
へ
の
旅
行
客
と
な
っ
て
い
る
（
プ
ロ
コ
エ
ア
ー
サ
ー
ビ
ス
社
調
べ
）
。

（
�
）

現
在
販
売
中
の
ト
ラ
ベ
ル
世
界
㈱
、
朝
日
新
聞
事
業
㈱
、
㈱
日
本
旅
行
、
㈱
阪
急
交
通
社
、
㈱
Ｈ．

Ｉ．

Ｓ
等
の
海

外
旅
行
企
画
や
、
ヤ
フ
ー
検
索
に
基
づ
く
チ
ケ
ッ
ト
予
約
サ
イ
ト
な
ど
に
よ
れ
ば
「
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
航
空
で
行
く
タ

シ
ケ
ン
ト
・
乗
り
継
ぎ
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
の
チ
ケ
ッ
ト
販
売
が
目
白
押
し
と
な
っ
て
い
る
。
か
か
る
状
況
に
鑑
み
、
協

定
遵
守
の
観
点
か
ら
次
の
と
お
り
、
質
問
す
る
。

�

前
記
内
容
の
チ
ケ
ッ
ト
販
売
は
同
協
定
一
〇
条
に
違
反
す
る
こ
と
、
は
な
は
だ
し
き
も
の
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
が
、
当

局
の
見
解
を
質
し
た
い
。

二



�

前
記
内
容
の
チ
ケ
ッ
ト
販
売
が
、
協
定
違
反
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
相
手
国
の
指
定
航
空
企
業
の
運
航
を
停
止
さ
せ
又
は
制

限
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
同
協
定
七
条
を
発
動
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

�

当
局
が
何
故
こ
う
し
た
動
き
を
放
置
し
て
い
る
の
か
、
是
正
指
導
を
行
わ
な
い
理
由
を
質
し
た
い
。

右
質
問
す
る
。

三


